
　【作業概要】 東京国際空港アクセストンネル他機械設備工事

　【規制内容】 片側規制（走行側）

　【規制期間】

令和8年 2月12日(木) 09：00～17:00 アクセストンネル東・西行き走行側車線規制

※西行き作業終了後、東行き片側車線規制に切替）

令和8年 2月16日(月) 09：00～17:00 アクセストンネル東・西行き走行・追越し側車線規制

※西行き走行→西行き追越し→東行き走行→東行き追越しに順次切替え

　【規制箇所】 アクセストンネル(西行き・東行き）

※規制箇所は右記図面参照のこと

　【監督職員】 東京航空局　東京空港事務所　施設部

施設運用管理官（付帯施設担当）

連絡先　03-5757-3057

　【受 注 者】 シンヨー電器株式会社

担当者　吉浦　翔太

連絡先　03-5713-0651　/　080-3729-8981

アクセストンネル通行規制（片側規制）２月分のお知らせ

規制範囲
※西行き作業時：国内線側ｱｸｾｽﾄﾝﾈﾙ分岐路から国際線側出口まで
※東行き作業時：ｱｸｾｽﾄﾝﾈﾙ国際線進入口信号から国内線側出口

まで

位置図

規制(通行止め)箇所

※ 部分（ｱｸｾｽﾄﾝﾈﾙ西行き）
※              部分(ｱｸｾｽﾄﾝﾈﾙ東行き)
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